
九十九里町地先海岸町営駐車場回数券使用規約 

 

１ 本規約の目的 

  本規約は九十九里町が発行する九十九里町地先海岸町営駐車場回数券の使

用に関する事項を定める。 

２ 本規約の遵守 

  使用者は本規約に定めるところに従って使用する。 

３ 回数券の料金  

5,000円（500円券 12枚綴り） 

※普通車・小型自動車・軽自動車のみ使用可能。 

※支払方法は現金のみとなります。 

４ 販売期間 

令和 4年 10月 22日から販売開始。定数に達し次第販売終了。 

５ 販売時間 

7：00から 15：00（土日祝日のみ） 

６ 販売場所 

①作田海岸町営駐車場（九十九里町作田 5633番地 1地先海岸） 

②片貝海岸海浜公園町営駐車場（九十九里町片貝 6928番地地先海岸） 

③不動堂海岸町営駐車場（九十九里町不動堂 451番地 11地先海岸） 

７ 有効期限 

有効期限は設けないものとする。 

８ 返品・払い戻しの不可 

  発行時の不備等、本町の責に帰すべき事由がある場合を除き、返品や払い戻

しは原則受け付けないものとする。 

９ 紛失・盗難 

九十九里町地先海岸町営駐車場回数券の紛失・盗難により使用者に生じた損

失に、町はその責任を負わない。 

 


